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第９  紛争の解決 

 

１ 苦情の自主的解決 

(1) 概要 

イ 派遣元事業主は、次の①～⑥に掲げる事項に関し、派遣労働者からの苦情の申出を受けたと

き、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたとき

は、その自主的な解決を図るように努めなければならない（法第 47条の５第１項） 

① 派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保の措置（第 30条の３） 

② 一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保の措置（法第 30 条の４） 

③ 雇い入れようとするときの待遇に関する事項の説明（法第 31条の２第２項） 

④ 労働者派遣をしようとするときの待遇に関する事項の説明（法第 31条の２第３項） 

⑤ 派遣労働者から求めがあったときの待遇に関する事項の説明（法第 31 条の２第４項） 

⑥ 派遣労働者が待遇に関する事項の説明を求めたことを理由とする不利益な取扱いの禁止

（法第 31条の２第５項） 

ロ 派遣先は、次の①及び②に掲げる事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、

その自主的な解決を図るように努めなければならない（法第 47 条の５第２項）。 

① 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施（第 40 条第２項） 

② 給食施設、休憩室及び更衣室の利用の機会の付与（法第 40 条第３項） 

(2) 意義 

イ 派遣労働者からの苦情や派遣労働者と派遣元事業主又は派遣労働者と派遣先の間の紛争（主

張が一致せず、対立している状態をいう。以下同じ。）のうち公正な待遇の確保に関するもの

については、その解決方法が様々であり、本来当事者間で自主的に解決することが望ましいこ

とに鑑み、当該紛争についてまず当事者間で自主的解決の努力を行うこととしたものである。 

ロ なお、苦情の自主的解決の努力は、３の紛争の解決の援助や４の調停の開始の要件とされて

いるものではないが、これらの手続の前に行われることが望ましい。 

 

２  紛争の解決の促進に関する特例 

１の(1)のイの①～⑥の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び１の(1)のロ

の①及び②の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争（以下この章において「待遇関連紛

争」という。）については、個別労働関係紛争解決促進法第４条、第５条及び第 12条から第 19条の

までの規定は適用せず、法第 47 条の７から第 47 条の 10 までに定めるところによる（法第 47 条の

６）。 

派遣労働者の公正な待遇の確保に関する私法上の紛争は、派遣先の通常の労働者との不合理な待

遇差の是正や差別的取扱いの禁止等に関する紛争であり、その解決に向けては、より広範な検証や制



第９ 紛争の解決 

- 332 - 

 

度面に関する専門的な知識を要するものであり、事実認定を行った上で必要な見直し案の調停案を示

し、受諾の勧告を行うことが有効であることから、個別労働関係紛争解決促進法の適用を除外し、専

門性を対応できる機能を併せ持った調停等の対象とすることとしたものである。 

 

３ 紛争の解決の援助 

(1) 概要 

都道府県労働局長は、待遇関連紛争に関し、これらの紛争の当事者の双方又は一方からその解

決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をす

ることができる（法第 47 条の７第１項）。 

派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が都道府県労働局長に援助を求めたことを理由とし

て、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない（法第 47条の７第２項）。 

(2) 意義 

イ  派遣労働者の公正な待遇の確保に関する紛争を簡易で迅速に解決できるようにするため、知

見等を有する都道府県労働局長が、紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告を行うこ

とができることとしたものである。 

ロ  「紛争の当事者」とは、現に紛争の状態にある派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先をい

い、第三者である労働組合等は含まれない。 

ハ 「助言、指導又は勧告」は、紛争の解決を図るため、当該紛争の当事者に対して具体的な解

決策を提示し、これを自発的に受け入れることを促す手段として定められたものであり、紛争

の当事者にこれに従うことを強制するものではない。 

(3) 援助を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止 

「不利益な取扱い」とは、解雇、配置転換、降格、昇給停止、出勤停止、労働契約の更新拒否

等をいうこと。 

 

４ 調停 

(1) 概要 

都道府県労働局長は、待遇関連紛争について、これらの紛争の当事者の双方又は一方から調停

の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員

会に調停を行わせるものとする（法第 47条の８第１項）。 

派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該派遣労働

者に対して不利益な取扱いをしてはならない（法第 47条の８第２項）。 

(2) 意義 

イ  苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助に加え、公正、中立な第三者

機関による調停による解決を図ることとしたものである。 

ロ 「紛争の当事者」とは、３の(2)のロを参照のこと。 
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ハ 「調停」とは、紛争の当事者の間に第三者が関与し、当事者の互譲によって紛争の現実的な

解決を図ることを基本とするものであり、行為が法律に抵触するか否か等を判定するものでは

なく、むしろ行為の結果生じた損害の回復等について現実的な解決策を提示して、当事者の歩

み寄りにより当該紛争を解決しようとするものであること。 

 (3) 調停の対象となる事案 

次の要件に該当する事案については、「当該紛争の解決のために必要があると認め」られない

ものとして、原則として、調停に付すことは適当であるとは認められない。 

イ 申請が、当該紛争に係る事業主の措置が行われた日（継続する措置の場合にあってはその

終了した日）から１年以上を経過した紛争に係るものであるとき 

ロ 申請に係る紛争が既に司法的救済又は他の行政的救済に係属しているとき（紛争の当事者

双方に、当該手続よりも調停を優先する意向がある場合を除く。） 

ハ 集団的な労使紛争に関係したものであるとき 

都道府県労働局長が「紛争の解決のために必要がある」か否かを判断するに当たっては、上記

のイからハに該当しない場合は、法第 47 条の５による自主的解決の努力の状況も考慮の上、原則

として調停を行う必要があると判断されるものである。 

(4) 調停の申請をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止 

「不利益取扱い」とは、３の(3)を参照のこと。 

(5) 調停の手続 

調停の手続については、法第 47 条の９において準用する男女雇用機会均等法第 19 条から第 26

条までの規定並びに則第 46 条の２の規定において準用する雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する法律施行規則（昭和 61 年労働省令第２号）第３条から第 12 条までの

規定に基づき行われる。 

イ  個別労働関係紛争解決促進法第６条第１項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）の

会長は、調停委員のうちから、法第 47 条の８第１項の規定により委任を受けて待遇関連紛争に

ついての調停を行うための会議（以下「派遣労働者待遇調停会議」という。）を主任となって

主宰する調停委員（以下「主任調停委員」という。）を指名する。また、主任調停委員に事故

があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理する。 

ロ 派遣労働者待遇調停会議は、調停委員２人以上の出席をもって、主任調停委員が招集する非

公開の会議である。また、派遣労働者待遇調停会議の庶務は、都道府県労働局職業安定部（東

京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部）において処理する。 

ハ 調停を申請しようとする者は、調停申請書（第 15 様式集参照 ）を当該調停に係る紛争の当

事者（以下「関係当事者」という。）である労働者に係る事業所（派遣労働者と派遣元事業主

との間の紛争にあっては派遣労働者を雇用する派遣元事業主の事業所、派遣労働者と派遣先と

の間の紛争にあっては派遣労働者が就業する派遣先の事業所）の所在地を管轄する都道府県労

働局長に提出しなければならない。都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとした
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ときは、遅滞なく、その旨を会長及び主任調停委員に通知すること。また、都道府県労働局長

は、委員会に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせない

こととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面によって通知

すること。 

ニ 調停は、３人の調停委員により行われ、当該調停委員は、委員会のうちから、会長によりあ

らかじめ指名される。 

ホ 委員会は、調停のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事

業所に雇用される労働者その他の参考人（以下「関係当事者等」という。）の出頭を求め、そ

の意見を聴くことができる。ただし、この「出頭」は強制的な権限に基づくものではなく、相

手の同意によるものであり、必ず関係当事者等（法人である場合には、委員会が指定する者）

により行われることが必要である。「その他の参考人」とは、関係当事者である派遣労働者が

就業している派遣先に雇用されている労働者、当該派遣先で就業する関係当事者ではない派遣

労働者、関係当事者である派遣労働者が雇用されている事業所に過去に雇用されていた者、関

係当事者である派遣労働者と異なる事業所に雇用されている労働者等を指す。 

委員会から出頭を求められた関係当事者等は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴って

出頭することができる。補佐人は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができる。ただ

し、補佐人の陳述は、あくまでも関係当事者等の主張や説明を補足するためのものであり、補

佐人が自ら主張を行ったり、関係当事者等に代わって意思表示を行ったりすることはできな

い。 

ヘ 委員会から出頭を求められた関係当事者等は、主任調停委員の許可を得て当該事件について

意見を述べることができるほか、他人に代理させることができる。他人に代理させることにつ

いて主任調停委員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面

に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して主任調停委員に提出しなければならない。 

ト 委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者等に対

し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。 

チ 委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせること

ができる。「調停の手続の一部」とは、現地調査や、提出された文書等の分析・調査、関係当

事者等からの事情聴取等を指す。また、委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事

実の調査を都道府県労働局職業安定部（東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、

需給調整事業部）の職員に委嘱することができる。 

リ 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置か

れる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を

代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くこと。「主要な労働者団体又は事業主

団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者」については、主要な労

働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代
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表する者の氏名を求めること。関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名

は、事案ごとに行うこと。指名を求めるに際しては、管轄区域内の全ての主要な労働者団体及

び事業主団体から指名を求めなければならないものではなく、調停のため必要と認められる範

囲で、主要な労働者団体又は事業主団体のうちの一部の団体の指名を求めることで足りる。委

員会が氏名を求めた場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べ

る者の氏名及び住所を委員会に通知する。 

ヌ 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。調停案の

作成は、調停委員の全員一致をもって行う。また、「受諾を勧告する」とは、両関係当事者に

調停案の内容を示し、その受諾を勧めるものであり、その受諾を義務付けるものではない。委

員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定め

て行う。 

関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨及び氏名（法人にあってはその名称）を記

載した書面を委員会に提出しなければならない。この「書面」は、関係当事者が調停案を受諾

した事実を委員会に対して示すものであって、それのみをもって関係当事者間において民事的

効力をもつものではない。 

ル 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を

打ち切ることができ、その場合、その旨を関係当事者に通知しなければならない。「調停によ

る解決の見込みがないと認めるとき」とは、調停により紛争を解決することが期待し難いと認

められる場合や調停により紛争を解決することが適当でないと認められる場合をいい、具体的

には、調停開始後長期の時間的経過を見ている場合、当事者の一方が調停に非協力的で再三に

わたる要請にもかかわらず出頭しない場合のほか、調停が当該紛争の解決のためでなく労使紛

争を有利に導くために利用される場合等が原則としてこれに含まれる。 

(6) 時効の完成猶予 

調停が打ち切られた場合に、当該調停の申請をした者が打切りの通知を受けた日から 30 日以内

に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停申請書を都道府県労働局長に提

出した日（調停の過程において申請人が調停を求める事項の内容を変更又は追加した場合には、

当該変更又は追加したとき）に遡り、時効の完成が猶予される。 

(7) 訴訟手続の中止 

当事者が調停による紛争解決が適当であると考えた場合であって、調停の対象となる紛争のう

ち民事上の紛争であるものについて訴訟が係属しているとき、当事者が和解交渉に専念する環境

を確保することができるよう、受訴裁判所は、訴訟手続を中止することができる。 

具体的には、待遇関連紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属

する場合において、次のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがある

ときは、受訴裁判所は、４月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨を決定することができ

る。 
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イ 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。 

ロ イの場合のほか、関係当事者間に調停によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること。 

なお、受訴裁判所は、いつでも訴訟手続を中止する旨の決定を取り消すことができる。また、

関係当事者の申立てを却下する決定及び訴訟手続を中止する旨の決定を取り消す決定に対しては

不服を申し立てることができない。 

 (8) 資料提供の要求等 

委員会は、当該委員会に継続している事件の解決のために必要があると認めるときは、国の

機関の地方支分部局や都道府県等の地方自治体等の関係行政庁に対し、資料の提供や便宜の供

与等を求めることができる。 

 


